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現代における法曹の活動領域と役割

木下 雅博 氏

略歴

青山学院大学法学部卒業

1990年司法試験合格

1991年司法修習生（45期）

1993年検察官任官

現在東京高等検察庁検事

司会（中村俊規教授）

法曹倫理の授業では，毎年ゲストをお迎えし

て，「現代における法曹の活動領域と役割」と

いうテーマでご講演をお願いしています。今年

は，木下雅博東京高等検察庁検事に講師をお願

いしました。木下検事は，青山学院大学のご卒

業です。平成2年に旧司法試験に合格され，平

成3年に最高裁判所司法研修所に入所されまし

た。修習期は 45期でいらっしゃいます。 2年

間の修習を終えると同時に検事に任官され，東

京地方検察庁検事を皮切りに， 長崎地方検察庁

佐世保支部長兼平戸支部長，東京地検公安部副

部長等を歴任され，現在は東京高等検察庁検事

を務められています。検察官の方から検察官の

仕事についてまとまったお話を伺う機会はなか

なかないと思いますので，ご静聴下さい。

木下雅博氏 ただいまご紹介いただいた木下

です。どうぞよろしくお願いいたします。本日

の話の内容についてレジュメを用意しましたの

で，今お配りします。

レジュメ

(2016年 5月14日）

第 l はじめに

第 2 検事という職業を選んだ理由

第 3 検事の仕事

1 新任検事のころ

2 検事の仕事

(1） 検察官として

0 2つの変革

裁判員制度の導入（平成21年5月）

取調べの可視化一一録音録画の試行

（平成 18年～）

0 検察不祥事

(2）検事として

ア 法務省訟務局付検事

イ 公安調査庁

ウ その他の出向先

第4 検事に求められる役割とその魅力

第 1 はじめに

私は，司会の中村俊規先生とは司法研修所の

同期生でクラスも一緒でした。それ以来それほ

ど頻繁ではありませんが，修習後 10年目， 20

年目といった節目のときなどに同級生で旧交を

温めています。本日のテーマが「現代における
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法曹の活動領域と役割」ということで，何を話

したらよいかと考えてみましたが，自分がこれ

まで携わ ってきた仕事の内容についてお話しす

れば，検事がどういう分野でどういう仕事をし

ているのかがある程度ご理解いただけるのでは

ないかと思いまして， レジュメに記載した項目

に従ヮてお話ししようと思います。

私は平成5年4月に任官して，今年で 24年

目になります。この 24年間の うち 3分の lの

約 8年ほどは法務省におりました。残りの 3分

の2，約 16年は，検察庁で仕事をしてきまし

た。そのうち 8年は地方の検察庁，残りの 8年

が東京地検です。東京地検と地方の検察庁で交

互に勤務するのですが，1箇所の地方の検察庁

の勤務期間は概ね2年ほどです。地方の検察庁

で2年ほど務めると， 東京地検ないし法務省で

仕事に就くという感じです。私はだいたい平均

的な検事の生活を送ってきたように思います。

第2 検事という職業を選んだ理由

私が検事 という職業を選んだ理由ですが，当

時の司法研修所というのは，修習生の数は 500

名ほどでした。また修習の期聞は今より長くて，

2年間あ りま した。最初の4か月と最後の4か

月は， 当時湯島にあった研修所で，起案を中心

に講義による訓練を受けます。残りの l年4か

月が実務修習の期間で した。修習生は，各地に

分かれて裁判所，検察庁，弁護士事務所で実務

修習の期間を過ごしました。私は，司法試験に

合格した当初は，何になるかについて明確な選

択はしておらず，実務修習の問に決めたという

のが実際のとこ ろです。

最初に検察修習からスタートしたのですが，

指導教官から実際の事件記録を渡されて， 「君

ならどうする？」 と方針を尋ねられ，取調べに

も立ち会いま した。私は，被疑者の取調べに限

らず，被害者や参考人から話を聞きながら証拠

を集めて事件を形作っていくところに，非常に

関心を持ちました。同じ傷害事件について，被

疑者から聞いたことと被害者から聞いたことは

全く違う。 目撃者から聞いたことがまた異なる。

物事は，関係者の立場によってずいぶん違って

受け止められているところに，私は関心を持っ

たのです。

次は裁判所でした。私から見た裁判官のイメ

ージというのは， l日のうちで机で記録を読ん

でいる時聞が非常に多い。記録というのは，刑

事事件では検察官や弁護人が提出した書面や証

拠で構成されている。その記録を通して真実を

探るという作業です。結局裁判所に提出されて

いる証拠等は，検察官や弁護人が作成したもの

が大部分です。 実際にその背後にあるものは何

なのか。 これは分かりづらいというか真実に迫

るにはまどろっこしい。これらの記録を読むよ

りも直接関係者に聞く方が早いのではないか。

記録を読んで実際の事件を想起するというのは，

自分の性格に合わないと感じました。

そのあとに弁護修習の期聞がありました。弁

護修習の期間には，いろいろなことがあって楽

しかったのですが，私の指導にあたった弁護士

は，たとえば，法律相談を受けたあとで，私に

お金のことを聞くのです。「今の 30分の事件相

談で，君ならいくら請求するか？」 と。「1,000

円くらいでしょうか？」と答えると，「でもそ

の事件相談には，私が蓄積した知識が使われて

いるよね。その知識を習得するためにどれくら

いの時間を費やしたかを考える必要があるよ

ね。」あるいは準備書面等の作成を命じられた

ときに，また 「これでいくら請求する？」と尋

ねられます。「5枚の用紙にまとめたので，

5,000円ほどです。」と答えると，「君は，これ

を作成するために判例を調べただろう？ それ

にどれ位の時聞がかかったの？」と言われる。

「丸 1日にかかりました。Jと答えると，「君の

時給計算では，丸 l日分が 5,000円か？」と追

い打ちをかけられる。弁護士は自由業ですから，

お金の面を気にしなければならないことは理解

できます。しかし，私は，一方で仕事をしなが

ら他方で費用計算をするということに，どうも

なじめない。その弁護士の先生がやたらとそう
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いう話をするので，私はちょっと弁護士にはな

れないという感じを持ったのです。もし別の考

えを持った弁護士の先生についていたら，私も

弁護士になったかもしれません。

まあ修習生 とい うのは，だいたいこ うい うも

ので，弁護士の先生の一面しか見ていないのか

もしれません。職業の選択というのは，案外こ

んなところに理由があるような気がします。公

務員ならば，お金のことを気にしないで仕事が

できる。しかし，裁判官になって一日中記録を

読んで判決を書くというの も辛い。その頃，検

察庁とい うのは，体育会系であるとの印象が強

かったので，私は検察官に適しているかどうか

自信がなかったのですが，「もしやってみて適

していなかったなら，また考えればよい。」と

いうことで，現在に至っています。やはり修習

生の時代に，まだ物事の一面しか見ることがで

きない頃に感じたのは，検事は当事者と近いと

ころにいる。何か分からないことがあれば当事

者にすぐ聞くことができる。参考人からもすぐ

に聞くことができる。そういう仕方で真相を解

明してい く作業が，自分としてはやり甲斐があ

ると思いました。これが，私の検察官選択の理

由です。

第 3 検事の仕事

1 新任検事のころ

私は検事になって最初，東京地検に配属とな

りました。私が新任の頃の 20年前と現在とで

は全く状況が異なります。新任というのは，検

事になって l年目を指し，教育指導期間と言わ

れています。今は．法務総合研究所で，新任検

事はもう l回研修を受けます。今度は検察官用

の研修を受け直すのです。ここで，証拠の見方

等をより実務的な観点から教わるというシステ

ムになっています。

私の頃は，刑事部，交通部，公判部を一通り

回る。私は，最初，刑事部に配属されたわけで

すが，もちろん新任検事にも事件が配点されて

くる。事務官から，「もう被疑者が来ていま

す。」 と言われました。それで大急ぎでこれか

らの手順を決めて，記録を読みました。最初の

事件は大麻取締法違反に関するものでした。

被疑者は大麻が自分のものであることを認め

ているが同棲していた彼女はそのことを知らな

いと述べていました。彼女L 被疑者と同じ事

を述べていました。

最初の事件でしたので，非常に緊張して弁解

録取したことを記憶しています。

新任検事の指導は，東京地検では副部長が行

っています。担当検事は，たとえば，逮捕後，

記録を見て勾留請求するかどうかを決めるので

すが，私は，「この件では，被疑者は00のよ

うな弁解をしていて否認事件なので勾留請求を

します。」ということで副部長の決裁をもらい

に行きました。「勾留請求は分かったが，その

後どうするのか？」「すみません。 考えていま

せんでした。」すると，副部長から，「勾留請求

して勾留するのだろ。最大で 20日間身柄を拘

束するのだろ。何も考えずに拘束してよいの

か？勾留の必要性があるのか？君は必要性があ

ると考えて勾留請求するのだろう。何も考えず

に被疑者が否認したから勾留請求するな どと馬

鹿なことを言うな！ 」とお叱りを受けました。

そこで，これはいけないと思い，警察に00の

捜査をして下さいとちゃんと指示することを詰

めて，勾留請求をしたわけです。その後，最初

のうちは警察が取調べを行い，私も警察と連絡

を取りながら，副部長に進捗状況を報告したと

ころ，「もっと弁解内容を具体的に聴取しない

と，その弁解が真実かどうか分からないじゃな

いか。もヮと被疑者からよく話を聞け。」とダ

メ出しをされました。そこで，私はもう一度被

疑者から話を聞いたのですが，結局あまり目的

意識を持たずに聞くものですから，水掛け論の

ようになる。女性は「知りません。」という。

「知っていただろう。同棲していて知らないは

ずがないだろう。」 と私が言う。これでは取調

べにもならない感じですね。副部長に報告に行

くと，「いったいどんな聞き方をしているのだ。
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そんな水掛け論で『はどうにもならない。同棲し

ていたのだから，その大麻はどこから発見され

たのか。」「ベッドのサイドテーブノレの横にあり

ました。」「彼女はいつもそのベッドで就寝して

いるのか。物はそのベッドの脇にあるのだから，

ベッドから見えたのではないか。」指摘された

のは，私が聞いていないことばかりでした。結

局同棲の実態を明らかにして，通常の生活パタ

ーンの中で目に触れるものであったかどうかを

聞かなくてはいけないと言われて，ああそうい

うものかと納得して， もう一度質問しました。

今度は当然ながら上司の指摘を踏まえて聞いた

のですが，やはりだめでした。それを報告する

と，また怒られました。「被疑者が自白したら

起訴で，否認したら不起訴にするのか。」「そう

いうことではありません。」「ではどういうこと

なのか。供述証拠は一番最後だろう。まず客観

証拠があって，客観証拠から何が推認されてあ

るいは何が被疑者の弁解に沿う証拠なのかを整

理した上で供述を聴取するのではないか。」こ

ういう指摘を受けました。しかし，結局の とこ

ろ客観証拠から推認できることは，同棲してい

る事実だけで， しかも必ずしもそこから彼女が

大麻の存在を認識していたという状況ではあり

ませんでした。結局，彼女を不起訴にしました。

男性の方は大麻の共同所持で送検されていまし

たが，それを単独所持に切り替えて起訴しまし

た。これが私の第 l号事件です。 l件の事件で

証拠の見方， 取調ぺのやり方等を教わりながら

仕事をしたわけです。どちらかというと，座学

で学ぶよりは，上司に怒られながら学ぶという

方が，実際に今でも覚えているのですから，身

につくと思います。私が副部長になったときに

も，同じようにして後輩を指導しました。

もう一つご紹介しておきたい事件があります。

被疑者は前科多数の者なのですが，前科多数と

言っ ても服役したことはない。罰金刑を繰り返

し受けている。粗暴歴のあるやくざでした。し

かし，彼は，取調ぺに関しては私よりもベテラ

ンです。取調室に入ってきた瞬間に，お酒の絡

んだ暴行事件だったのですが，「検事さん，こ

れは罰金でしょう。」 という。 「そんなことはこ

れから取り調ぺる。」「調べなくてもこの程度の

傷なら罰金でしょうよ。 10日でや って下さ

い。」「それは私が決めることだ。」 と言いまし

fこ。

このように言っ てはみたものの，その後，私

の方で量刑資料等を調べてみてもやはり罰金刑

相当でした。しかし，私はど うしでもこの罰金

刑での略式命令には納得できない， ということ

で，求刑を懲役刑として起訴する旨副部長の決

裁を求めました。 すると，「この程度の傷害で

懲役刑を求刑するのか？量刑資料はどうな って

いるのか？」 「量刑資料では罰金刑相当ですが，

この被疑者は，自分から罰金刑で早く終わらせ

てくれと言うなど非常に態度が悪い。全く反省

していないのです。」すると，副部長が言う に

は， 「君は，相手のことが気にくわないのでそ

うするのではないか？被疑者にしてみれば，検

察官の態度が気に入らなければ，態度が悪くな

るのは当たり前ではないか。自分に対する態度

が悪いという理由で量刑を判断するのは，検察

官のすることではない。 君は私憤で動いている

だけではないか。」そう諭されて，はっと，考

え直したことがありました。

今考えると，被疑者には結構粗暴歴があるの

で，この被疑者はほんのちょっとしたことです

ぐに暴行に及ぶのだ という常習性を明らかにし

て常習暴行で立件することができたかもしれな

いと思います。しかし，そのあと，この被疑者

はまたすぐに暴行罪で逮捕されて，今度は別の

検察官の担当でしたが，公判請求がなされまし

fこ。

捜査の方はこのような感じでしたが，そのあ

と公判部に配属されました。公判に立ち会った

第 l号事件は自白事件でした。最初でしたから

もちろん緊張したのを記憶しています。

公判は，まだ裁判員裁判が始まる前ですから，

まず起訴状を朗読して，証拠の要旨を告知して，

被告人を尋問して，論告求刑となる。私は，こ
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れを頭に入れて公判に臨みました。事件は，大

麻の所持に関するもので，普通であれば，証拠

物を裁判所に提出して終わりになるのですが，

裁判官がじっと証拠物を見ているのです。検察

官は，通常は公判前に証拠物をしっかり 点検し

ます。証拠物は2つありました。大麻の葉っぱ

と茎なのですが，裁判官から，「茎の方は検察

官の証拠では甲の何号証にな っていますか？」

と聞かれたけれども，私には見分けがつかず，

慌てたことがありました。そのほか，被告人質

問については，「反省していますか？」と聞く

と，「反省 しています」と答えるなど，まあ典

型的な質問でしたが， 一応すみました。 そうや

って l年が過ぎて行 くと， 2年目以降はほぼI

人前の検事として仕事ができるようになります。

2 検事の仕事

検事の仕事というのは，実は (1）検察官 と

しての仕事と（2）検事という肩書きでの仕事

の2つに分かれます。

(1）検察官として

検察官としては，いわゆる刑事訴訟法 l条に

規定されている真相の解明，刑事事件に携わる

ことです。検察庁では，東京でも地方でも同じ

ですが，捜査部の検事一人に事務官が一人つき

ます。まず事務官は， 若い検察官よりもベテラ

ンです。事務官はそれぞれの事件捜査について

だいたいの手順がわかっています。こち らはま

だ着任したばかりで， 仕事のスピードが全く違

う。 こちらは遅い。事務官は常に検察官に立ち

会うので，こちらの仕事が遅いと，事務官も検

察官に合わせて必然的に土曜日や日曜日にも 出

てくる。検察官と事務官は，家族のように一生

の付き合いになる。ですから，けんかもよくし

ますい あるいは検察官が事務官の意見を聞く

こともある。「今の件を どう思うか？」 と。だ

いたい二人で事件をま とめていく形になり ます。

検察官と事務官の関係というのは多様です。事

務官によっては，自分の意見を求められること

を嫌がる。 他方では，積極的に意見を述べてく

る事務官もいます。基本的には，後者の方が多

い。したがって， どちらかといえば，二人で仕

事をしていく感じになります。

あとは，警察との関係が重要です。事件相談

という形で，検察官は警察の相談に乗ります。

たとえば，現行犯逮捕の場合は相談は不要で，

すぐに被疑者が検察に送致されてきます。他方

で，新聞等でよく報道されるような組織的な事

件など複雑な事件では，警察から事件相談を求

められるのでアドバイスをすることもあります。

また大きな事件で，被疑者が多数になると，一

人の検察官では対応しきれなく なります。そこ

で，応援の検察官を呼ぶ必要が生じる。そのよ

うな事情もあるので，あ らかじめ検察は警察と

一緒になって捜査に臨むことになるのが普通で

す。そのときに，検事として建設的なア ドバイ

スをして行くことが肝要です。たとえば，私た

ちは，「この容疑では少し証拠が乏しいけれど

も，こちらの容疑であれば証拠は足りている。」

とい うよう に，実践的なアドバイスをするので

す。刑事訴訟法では，検察官と警察官の問に上

下の関係があるように規定されていますが，事

件捜査の現場ではそのような感覚は持たれてい

ません。 一緒に活動するというのが実態です。

したがって，検察官には，適切なアドバイスを

する能力が必要です。

私たちは，警察だけではなくて，海上保安庁

の海上保安官，国税庁の国税査察官，厚生労働

省の麻薬取締官，つ まり，麻薬Gメン，それ

から税関，あと自衛隊ともおつきあいをします。

これらの公務員は， 刑事訴訟法的に言えば，特

別司法警察職員です。その分野において捜査権

限を持っている人たちです。海上保安官であれ

ば，海上の問題について艦内を捜索し，国税査

察官は，脱税事件を，また税関は， 覚醒剤密輸

という関税法違反事件を扱います。 つまり， 税

関長が検察に告発して事件が始まる。また自衛

隊には警務隊というものがある。自衛隊内でけ

んか，傷害事件や窃盗事件が起きると，警務隊
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の管轄となる。この人たちに共通して言えるこ

とは，彼らが行政官であることです。たとえば，

海上保安官は，海上警備が主たる業務です。犯

罪の取り締まりというのは，彼らにと っては業

務の一部に過ぎません。皇宮警察にと っては，

犯罪を捜査するというよりも皇室の安全を確保

することが主たる業務です。どうしても捜査に

おいては警察ほど十分ではない。供述調書の録

取の仕方も，また捜査の進め方も，警察ほど十

分ではない。他方，警察は法律家ではないけれ

ども，捜査のプロである。したがって，供述調

書のポイントにも習熟している。したがって，

私たちは，これら特別司法警察職員に対しては

警察に対するよりもより踏み込んだアドパイス

をしてやらないといけないわけです。その踏み

込んだアドバイ スをするためには，特別司法警

察職員のフィーノレドを理解している必要がある。

そこで，私たちも勉強しなければならない。

若干毛色が違うのは，条例の罰則審査です。

地方公共団体は，憲法94条で条例の制定権が

認められている。法律の範囲内であれば，罰則

を設けることもできる。地方自治法では2年を

上限として懲役刑または禁固刑を定めることが

可能です 04条3項）。したがヮて，条例をつ

くるのは，地方自治体であり，言ってみれば法

律の素人が罰則規定をつくることになる。罰則

付きの条例の例としては，迷惑防止条例があり

ます。 電車の中で他人の身体に触ったりするこ

とを取り締まるものですね。あるいは淫行防止

条例というものもある。これは，児童に対して

卑狸な行為をすることを罰則によって禁止する

ものです。この種の事件が起きると， 警察が当

該の条例を適用してそれを検察に送致してきま

す。条例にも罪刑法定主義が適用されるので，

条例の造りが悪いと違憲の疑いが生じます。そ

こで， 自治体が「00の条例をつくりたい。」

と言ってくると，私たちは，その立法の目的に

照らして罰則規定の内容を吟味する。あるいは

構成要件的に， 「この部分はちょっと暖味すぎ

る」とい う意見を付してやる。 こうい うこと も，

検察官の仕事です。

ほかには，こういう仕事もあります。すなわ

ち，精神障害者が措置入院となった後に，措置

入院を解除するかどうかの審査をする機闘が法

律で定められています。 それが，精神医療審査

会で，合議体を組んで審査します。審査会の構

成員は，医療に詳しい人，法律に詳しい人です

が，ここにも検察官が入って意見を述べる機会

があります。

02つの変革

検察官の仕事は，このようにフィールドが広

いことをご理解いただけたかと思います。基本

は，捜査し，公判に臨むことですが，その中で

大きな 2つの変革がありました。

lつは裁判員制度の導入，もう 1つは取調べ

の可視化です。 裁判員裁判のときには，一般の

国民が裁判に携わることにな った。それまでは，

裁判というのは，法律家だけが集まってやる。

旧制度の時に傍聴された方は分かるかもしれま

せんが，わかりづらい。検察官や弁護人がぶつ

ぶっしゃべっているけれども傍聴人には何を言

っているのか，何をしているのか分からない。

ところが，裁判員制度になるに当たって，検察

としてもわかりやすい立証を目指す必要が生じ

ました。そして今のような方式に落ち着いたの

です。すなわち，検察は，試行錯誤を重ねなが

ら，書面をずらずら読むのではなくて，裁判員

に語 りかけるように話をする工夫をしてきまし

た。ですから，官頭陳述の仕方，論告の仕方も

以前とは全く違います。わかりやすくなってい

ます。ただし，わかりやすくなっていると言っ

ても，やっていることは基本的には以前と同じ

なのです。 冒頭陳述が文章にな っているのを平

易に陳述する。

もう lつは取調ぺの可視化です。それは，取

調べの状況を録音録画する。今回会で刑事訴訟

法改正案が可決されると，録音録画が義務化さ

れます。従来密室で行われた取調べが録音録画

されるので，後から検証することができるよ う

になる。結局，いろいろな制度を導入したけれ
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ども，変わらないものがあります。つまり，ど

ういうふうにシステムが変わろうと，真実を確

定して真相を解明することは変わりません。私

は，副部長時代に若手の検事にこのことを言い

続けました。

あと公判で大きく変わったことは，証拠開示

です。以前，旧刑訴法では，ご承知かもしれま

せんが，結局最高裁の判例基準にしたがって，

おおむね反対尋問が終わったあとに開示するこ

とに支障がなければ開示しなさい。また刑事訴

訟法の条文上の根拠L 結局は裁判長の訴訟指

揮権に基づいてやるというふうに解釈上解決で

きるものでした。その頃，証拠開示を巡って弁

護人との聞に先鋭な対立がありました。弁護人

は開示を求めるが，検察は開示を認めないわけ

です。その問題は，今の刑訴法では決着がつい

ています。類型証拠あるいは主張関連証拠は開

示する（316条の 15）。今の刑訴法では，類型

証拠，争点関連証拠について開示請求が認めら

れましたが，私は，それはよかったかなと思っ

ています。

私は大阪地検の公判部に l年ほどいたことが

あります。ここに大阪の弁護士の先生がおられ

たら申し訳ないのですが，私の経験から言うと，

関西の弁護士先生というのはすごくエネルギッ

シュで，私は，あの 1年ほど公判で異議申立て

をしたことはありませんでした。あの経験で異

議申立てのなんたるかを学んだような気がしま

す。とにかく公判が活発なのです。それまでは，

私は，地方の裁判所で公判に出ても異議申立て

はほとんどしたことがありませんでした。とこ

ろが大阪では，検察も弁護人もお互いに異議を

出し合う。とにかく本に書いてあることは実践

しないと身につかないものだと知りました。あ

のl年で私の公判に関する技術は飛躍的に向上

したように思います。

0 検察不祥事

そういう中で平成 22年に検察の不祥事があ

りました。非常にショッキングな事件で，私は

「まさかそんなことがあるはずがない」と思っ

たほどです。証拠品の改ざんの事件でした。こ

の事件により検察への信頼は地に堕ちました。

それまでは，検察はわりあいに信頼されていた

と思います。しかし，今は取調ぺが録音録画さ

れているし，なかなか2号書面が登場する場面

もないようです。

さて，検察の信頼が地に堕ちましたが， よう

やく 6年経過した頃から法務省の中に検察のあ

り方検討会ができ，若手検事の新任教育を含め

て問題点を洗い直し，また「検察の理念」とい

うような規程を策定したりして現在に至ってい

ます。今述べたのは，検察官としての仕事です。

(2）検事として

検事としての仕事として何があるのか。検事

は，いわゆる政府の法律家と言われることがあ

ります。検事は，いろいろなところに出向しま

す。私は，法務省訟務局に 3年払ういたことがあ

ります。これは何をするところか。国の代理人

です。たとえば，原爆訴訟というのがある。あ

れは原爆被害者の認定を巡って，被害者と固と

の間に争いが生じた。きわめておおざっぱにい

うとこういうことです。すなわち国の基準では，

原子爆弾投下時に一定の範囲外にいた人は，被

爆者としての認定はされません。それはおかし

いではないかと考えた人々が，国が認定しない

という処分をしたことに対して取消訴訟を提起

するわけです。国の代理人は，訟務局の検事が

担当します。訟務局というのは，いわば政府の

巨大なローファームです。また訟務局にいる検

事を訟務検事と言います。私は，訟務局では租

税を扱う部署に属していました。租税に関連す

る事件で，検察官としては脱税事件を対象にす

るのですが，訟務局は，課税処分に対する不服

申立て訴訟に対応する部署です。私が訟務局に

いた頃，ストックオプションに閲する大きな事

イ牛治宝ありました。ストックオプションとし、うの

は，簡単に言えば新株予約権のようなものです。

会社の役員か従業員が自社株を安く買える。会

社の業績がよく，株価が上がると，株主はその
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差額を手に入ることができ ます。株主は，その

権利を行使する際にその旨申告する必要はあり

ましたが， 当時その利得を一時所得として納税

していました。ところが国税庁は，その利得を

給与所得と して解釈したので争いが生じたので

す。両者は，税額が異なります。給与所得にな

ると， 納税者と しては不利になるのです。国側

の代理人として，私は何をやることになるか。

給与所得とは何かを検討する。給与が労務の対

価であるとすれば，その利得は給与所得にあた

ることになる。これを主張します。他方，相手

方は，その利得が偶発的に生じた ものである と

すれば，労務の対価とはいえないのではないか

と主張する。そういうやりとりをします。課税

処分に対する訴訟では，法律の解釈が争点にな

ります。税法の知識は，国税庁の職員が持って

いる。 税務六法を見ていただくと分かると思い

ますが， 2分冊にな っていて， lの方には法令

が，また 2の方には通達が収録されています。

とにかく通達が多いのです。

しかし，法律家から見ると，通達だけでは課

税の根拠となりません。通達は法律の趣旨にか

なうも のでなければならないのです。すなわち，

その通達は，法律の趣旨に照らして正しいもの

でなければ効力をもちません。またそういう見

地に立たないと，裁判所でもその課税処分は通

用しません。相手方の代理人である弁護士もそ

こをついてきます。検事は，そういう指導をし

て行くのです。法律の解釈論になると，法律の

世界の問題となる。そこに検事が関与する必要

性があることになります。私は，すでに 10年

近く検察』こいたので，民事訴訟法等の知識はさ

びついている。したがって，もう一度勉強をし

直す必要がありました。

イ 公安調査庁

次に私は公安調査庁に出ました。これには，

みなさんはあまりなじみがないかもしれません。

ここはいったい何をするところか。破壊活動防

止法という法律があります。それは，国を転覆

しようとする人たちが一定の行為をした場合に

は，その団体を規制するという珍しい法律です。

普通，法律は個人を名宛人にするのですが，こ

の破壊活動防止法は団体に対して規制処分をか

ける ものです。またもう lつ所管法令があり ま

す。無差別大量殺人事件を犯した団体の規制に

関する法律です。これは，簡単にいうと，オウ

ム真理教を念頭においた ものです。これはオウ

ム真理教のような団体に対して，なお現在も危

険性を保持していると認められるときは， 一定

の規制処分をする。公安調査庁の調査官は， こ

れら法令の範囲において調査をすることができ

ます。公安調査官は，強制する権限を有しない

ので，任意調査をすることになります。ちなみ

に公安調査庁というのは，法務省の外局です。

ウ その他の出向先

その他の出向先と しては，外務省，財務省，

公正取引委員会，SESC（証券取引等監視委員

会） 等があります。検事の活動領域は， 非常に

幅広いものです。

第4 検事に求められる役割とその魅力

検事に求められる役割は何かと考えてみたの

ですが， lつは客観的にかつ冷徹に物事を見る

ことです。客観証拠は何か，その証拠でどこま

で事実を推認することができ るのか。被害者の

みでなく被疑者によく聞 く必要があります。 ま

た被疑者の弁解が本当にその通りなのかどうか

をよ く検証しなければな りません。あとはフェ

アであることです。これは，当然のことのよう

に思われるかもしれませんが，検察不祥事 もあ

る関係で， 最近特に言われていることです。た

とえば，公判では，被告人にとって有利な事実

もあれば不利益な事実も ある。そこで，公判で

出す証拠としては，被告人に不利益なものだけ

ではいけない。すでに被告人と被害者との聞で

和解ないし弁償ができていれば，その証拠を出

してやる。その弁償によって被害者の方が「被

告人を赦してやってほし＂、。」という気持ちが

あるならば， それは考慮されるべきでしょう。

もう Iつフェアであることとの関連で言われ
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ていることは，撤退する勇気をもつことです。

猪突猛進はいけない。事件に着手したら起訴あ

りきではだめだとい うことです。

3つめは，物事を突き詰める情熱が必要です。

事件は多いけれども，検事の数は相変わらず少

ない。以前「ヒーロー」という検察官を主人公

にしたテレビドラマがあり，若い検事には，こ

の番組を見て検察官になったという者もいます。

基本的には，あの番組は検察の世界を描写して

います。検察事務官と検事の関係もあの番組の

ような感じです。検事が事件現場を大切にして

いるからです。しかし，実際には，検事はたく

さんの事件を抱えていて， なかなか現場に行く

ことができません。しかし，手を抜くような人

は早く辞めてほしいと思います。多くの検事は，

真相解明の情熱によって働いているのです。

検事は，その活動領域がどんどん広がってい

るので，いろいろな経験をすることができます。

検事は，今では刑法やその特別法はもちろんで

すが，初めて見るようなたくさんの法律を学ぶ

必要があります。不慣れな分野では， どうして

も裁判例をみてもなかなかよくは分からないこ

とがあります。そういう場合には，法律の趣旨

に立ち返って考えてみる必要がある。どうして

このような立法がなされたのかと。しかし，そ

の点では，むしろやり甲斐のある仕事かもしれ

ません。

あとは使命感ですが，私たちは，お医者さん

のように「どうもありがとうございました。」

という言葉をもらうことが案外ありません。し

たがって，私たちへの衰美は，「事件を無事に

適正に解決することができてよかった。Jとい

う達成感です。重大な事件になるほど，一人夜

帰宅して感慨にふけることがあります。私の話

は以上でおわりです。

司会非常に興味深いお話で，私は，個人的

にもこのようにまとまった形で検察官のお話を

聞いたのは初めてです。今日は問弁連の法曹倫

理教育に関する委員会の先生方もおいでになり，

いろいろ質問をなさりたいという感じが伝わっ

てくるのですが，これは授業の一環なので，学

生さんの質問を取り上げたいと思います。

0 さきほど関西とは違ヮて，東京では，法

廷で弁護士との問に活発な応酬はあまりないと

いうお話でしたが，検察官の力量によ ヲて裁判

の結果が異なるということがあるのでしょうか。

木下有罪無罪を含めてということでしょう

か。そうはならないように， さきほど捜査の段

階で上司の決裁をもらいながらやると言いまし

たが，公判でも同じようにやります。重大な事

件の場合，公判が終わるごとに副部長に報告し

ます。そうすると，面｜陪~長が「これは次の証人

尋問で決まるな。 この検察官だけでは十分でな

い。」と考えると，もう一人検察官をつけるこ

とになる。そういうやり方をするので，検察官

一人の力量はそれほど問題になりません。

0 民法7条では，後見開始の審判に関して

検察官の役割が規定されていますが，木下先生

は，後見事件に立ち会われたことはありますか。

木下人事訴訟においても検察官の役割があ

りますが，私はこれらの事件に関与したことは

ありません。
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